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京　都　府　警　察　本　部 



技能試験用車両（中型マイクロバス）仕様書 

 

 １　仕様総説

 (1)  本契約における車両は、京都府警察運転免許試験場において実施する中型二種免

　　許の免許試験及び仮免許試験用として使用するものであり、本仕様書に示す諸装置

 　　を備えるものとする。

 (2)  車両については、トヨタコースターロング教習車若しくは同等車両とし、下記第

　　３に示す指定装置が装備されていること。 

 (3)  賃貸借期間は、令和８年３月２３日から令和１３年３月２２日までの６０箇月と

 　　する。

 (4)   納入場所は、京都府警察自動車運転免許試験場とする。

 ２　車体

 (1)  車体は乗車定員１１人以上２９人以下のバス型の中型自動車であること。 

 (2)   車体の長さは、６．５０メートル以上７．００メートル以下であること。

  (3)　車体の幅は、２．００メートル以上２．２５メートル以下であること。

 (4)   軸距は、３．８０メートル以上４．００メートル以下であること。

 (5)   自動無段変速機車（ＡＴ車）であること。

 (6)   補助ブレーキを有するものであること。

 (7)   車両は、降雨の際に漏水しないものであること。

 ３　指定装置

 (1)   車外

     ア　試験官用サイドミラー（左右一対）

         　別添写真　Ⓐ　参照

     イ　運転免許試験中表示プレート（前後一対）

         　別添写真　Ⓑ　参照

     

     運 転 免 許 

      17.0㎝以上

  試 験 中

  25.0㎝以上

　　　　※　運転免許の文字の大きさは、縦５．０㎝×４．０㎝とし、色は黒色とする。 

　　　　※　試験中の文字の大きさは、縦９．０㎝×横８．０㎝とし、色は黒色とする。 

 　　　　※　表示板の材質はアルミ若しくはアクリル板とする。

     ウ　京都府公安委員会名表示（前後一対）



         　別添写真　Ⓒ　参照

     エ　バックカメラ

         　別添写真　Ⓓ　参照

 　　オ　乗降口確認カメラ

           別添写真　Ⓔ　参照

     カ　後輪確認用カメラ（左右）

         　別添写真　Ⓕ　参照

 (2)  車内装備  （スイッチ、表示灯等）

     ア　試験官用ルームミラー（後方・車内用）

         　別添写真　Ⓖ　参照

     イ　試験官用ルームミラー（受験者確認用）

         　別添写真　Ⓗ　参照

 　　ウ　バックカメラモニター

         　別添写真　Ⓘ　参照

     エ　カメラモニター（乗降口・左右後輪確認用）

           別添写真　Ⓙ　参照

    オ　バックギアランプ 

           別添写真　Ⓚ　参照

    カ　指示器灯（左右）　 　 

        　別添写真　Ⓛ　参照 

    キ　指示器レバー                                            
        　別添写真　Ⓜ　参照                                         
    ク  加速度計                                              
        　別添写真　Ⓝ　参照 

    ケ　速度計 

        　別添写真　Ⓞ　参照 

    コ　半ドア確認ランプ 

        　別添写真　Ⓟ　参照 

    サ　クラクションスイッチ 

        　別添写真　Ⓠ　参照 

    シ　サイドブレーキランプ 

        　別添写真　Ⓡ　参照 

    ス　ブレーキランプ 

          別添写真　Ⓢ　参照 

    セ　エンジン回転計 

          別添写真　Ⓣ　参照 

    ソ  試験官用フットレスト 

          別添写真　Ⓤ　参照   
 ４　塗装

 　　塗装色合は全光沢とし、色については契約締結後指定する。



 ５　付属品

 　　次のものを付属すること。

 (1)   フロアマット（運転席・助手席）　１組

  (2)　標準工具　　　　　　　　　　　　１式

  (3)　取扱説明書　　　　　　　　　　　１部

 ６　検査　

検査区分は、「路上試験車」とする。 

７　車両登録 

 (1)  普通特種用途自動車として登録すること。 

 (2)　契約業者は、保管場所証明及び車両登録に関して関係機関への申請手続を行い、 

　　申請に伴う費用の一切を負担すること。 

 (3)  契約業者は、車両の納入場所までの輸送にかかる経費を負担することとし、輸送 

　　中の損傷事故の発生を予防するための措置を講じること。 

８　その他 

 (1)  その他車両に係る費用については、別添貸付条件のとおりとする。 

 (2)　本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、速やかに府警本部担当者に連絡し 

　　協議するものとする。　　 

 (3)   賃借日数が、１箇月に満たない月の賃借料は日割にて計算する。

 (4)  前項における計算方法は、月額から消費税及び地方消費税を減じた額を当該月の 
    歴日数で除して日額を算出し、賃借日数を乗じた額に消費税及び地方消費税を加し 
    た額を支払い額とする。なお、日額及び支払い額を計算した際に生じる１円未満の 
    端数は、切り上げて計算すること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ 京都府公安委員会名表示

Ⓐ 試験官用サイドミラー

Ⓐ 試験官用サイドミラーⒸ 京都府公安委員会名表示

Ⓑ 運転免許試験中表示プレート

Ⓓ バックカメラ
Ⓒ 京都府公安委員会名表示

Ⓑ 運転免許試験中表示プレート



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓕ 右後輪確認用カメラ

Ⓕ 左後輪確認用カメラ

Ⓔ 乗降口確認カメラ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

                             

 

 

Ⓗ 試験官用ルームミラー(受験者確認用）

Ⓙ カメラモニター（乗降口・左右後輪確認用）

Ⓖ 試験官用ルームミラー(後方･車内用)

Ⓠ クラクションスイッチ

Ⓛ 指示器灯（左）

Ⓣ エンジン回転計

Ⓛ 指示器灯（右）

Ⓞ 速度計

Ⓝ 加速度計

Ⓘ バックカメラモニター

Ⓜ 指示器レバー

Ⓡ サイドブレーキランプ

Ⓢ ブレーキランプ

Ⓟ 半ドア確認ランプ

Ⓚ バックギアランプ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓤ 試験官用フットレスト



 別添

貸付条件

項　　　目 内　　　容

　登録費用（登録納車費用、リサイクル料）   含む（普通特殊用途自動車として登録） 

　自動車税   含む 

  自動車重量税   含む 

  自動車損害賠償責任保険料   含む 

　法定点検整備費用   含む（ただし、整備に伴う修繕費は含まない） 

  車検整備費用   含む（ただし、整備に伴う修繕費は含まない） 

  任意保険料（自動車保険）   含む 

  オイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換 　含まない

  ※任意保険料は、契約者種類：フリート、全年齢対象、対人賠償：無制限、対物

 　賠償：1,000万円、 搭乗者傷害補償：1,000万円、人身傷害補償：3,000万円とする。

　


